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※市連関係報告事項（６月１２日開催） 

 

１ 横浜開港１５０周年記念テーマイベント入場券取りまとめ販売 

及びチラシの回覧について (（財）横浜開港１５０周年協会) 

   

来年４月２８日より９月２７日まで開催される横浜開港１５０周年記念テーマイベ

ントについて、本年６月２日に前売入場券の発売を開始いたしました。 

今般この前売入場券について、自治会・町内会等で取りまとめていただくことにより

その８％を販売手数料として還元する仕組みを設けました。このテーマイベントには、

多くの方々に日本の開国の歴史や環境問題、最新の科学技術など、驚きと感動を提供し

てまいりますので、是非とも会員の皆様にお越しいただきたく、自治会・町内会長様に

は、会員の皆様にご購入いただきますようチラシを回覧していただくとともに、取りま

とめをよろしくお願いいたします。 

詳細につきましては別紙チラシ「横浜開港１５０周年テーマイベント入場券の取りま 

とめ販売について（ご案内）」をご覧ください。 

今月の自治会・町内会配送ルートにて各自治会・町内会にチラシを１部送付します。 

  

問合せ先： 財団法人 横浜開港１５０周年協会 ℡（２２２）１５７１ 小 澤  

 

   

２ 災害用コミュニケーションボード等収納ケースの配布について(健康福祉局) 

   
   市内障害者団体・機関等で構成する「セーフティーネットプロジェクト横浜」では、

昨年度は「災害用コミュニケーションボード」を作成し、今年２月以降、配布を行って

まいりました。この災害用コミュニケーションボードの配布とあわせて、災害時には、

支援が必要な方は黄色、支援できる方は緑色のバンダナなどを身につけよう、という取

り組みも進めておりますが、各方面より「バンダナの実物を配った方がより運動が広が

るのではないか」というご意見もいただきました。 

    そこで、今回あらためてバンダナのサンプルを作成するとともに、要援護者支援のポ

イントを簡潔にまとめた「要援護者支援マニュアル」など関連物品と、これらをまとめ

て収納するケースを、地域防災拠点に配布させていただくこととしました。 

   ７月初旬に拠点となる小学校・中学校にお送りしますので、ご理解、ご協力をお願い

いたします。 

 

問合せ先： 健康福祉局 障害企画課 ℡（６７１）３６０３   
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３ 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の保険料について（健康福祉局） 

   
   平成２０年７月から、長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の保険料のお支払いが始

まります。詳細につきましては別紙チラシ「長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の保

険料について」、「長寿医療制度（後期高齢者医療制度）専用ダイヤルを開設します！！」

をご覧ください。 

今月の自治会・町内会配送ルートにてチラシを各自治会・町内会に１部送付します。 

○本市における保険料のお支払い時期・方法 

・年金からのお支払いの方法（特別徴収）による方は、平成２０年７月から９月までは 

納付書または口座振替の方法（普通徴収）によりお支払いただき、１０月から特別徴 

収に替わります。 

・平成２０年４月２日以降に７５歳になった方や市外から転入された方は、特別徴収に

あてはまる場合でも、平成２０年度については普通徴収の方法になります。 

  ○保険料のお知らせ時期 

   平成２０年７月２０日頃、被保険者の方に直接お知らせが届きます。   

※長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の相談専門ダイヤルを開設いたしますので、ご 

利用ください。 

 ＜専用ダイヤル電話番号・開設期間・時間＞ 

  専用ダイヤル電話番号：６６４－３０８６ 

平成２０年６月３０日（月）から平成２０年８月３１日（日） 

８時３０分～１７時１５分（土・日・祝祭日も開設します。） 

 

問合せ先：  保険年金課 保険係 ℡（９７８）２３３７ 竹生田   

 

 

４ 横浜シティフォーラム（平成 20年度前期）の開催について 

（市民活力推進局） 

   
○日 時 平成２０年７月１２日(土）午後２時～午後４時 

○会 場 都筑公会堂 

（横浜市営地下鉄 センター南駅 徒歩５分 都筑区総合庁舎内） 

○テーマ 次世代の地域を担う若い力～小さな一歩が地域の未来へ～  

○内 容 ・佐々木副市長講演 

     ・パネルディスカッション（佐々木副市長、各区パネリスト） 

      コーディネーター：林田 育美 氏 

（都筑多文化・青少年交流プラザ館長） 

      ・各区の事例発表・会場参加者との意見交換など 

        

 問合せ先： 区政推進課 広報相談係 ℡（９７８）２２２１   
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５ 平成２１年度自治会町内会館整備費及び公園内集会所整備費の 

予算編成に向けての考え方について（市民活力推進局） 

   

   平成２１年度に自治会・町内会館の新築・増改築・大規模修繕及び新たに公園内に公

園利用者が利用する集会所の整備を予定している自治会・町内会を対象に、あらかじめ

審査を行った上で予算編成を行う予定です。 

また、平成２１年度予算が確定した後、優先度の高い案件から予算の範囲内で補助申 

請を受け付ける自治会・町内会を決定していきます。 

なお、平成２１年度補助申請を受け付ける予定の自治会・町内会が決定するのは、平

成２１年３月末頃の予定です。 

    ＜自治会町内会館整備＞ 

    ①新築・全部改築・購入 

     整備に要する経費の２分の１とし、１，２００万円が上限。 

     （補助単価基準額は９４，５００円／㎡） 

    ②増改築 

     整備に要する経費の２分の１とし、５００万円が上限。 

    ③大規模修繕（工事費１００万円以上の工事） 

     整備に要する経費の２分の１とし、２００万円が上限。 

   ＜公園内集会所整備＞ 

       ○新築のみ 

     整備に要する経費の２分の１とし、１，２００万円が上限。 

     （補助単価基準額は９４，５００円／㎡） 

※助成対象団体は、地縁による認可を受けた単位自治会・町内会及び連合自治会・

町内会。但し、既に会館を所有（借用を含む。）している場合は除く。 

建設用地は、５，０００㎡以上の住区基幹公園内で横浜市（公園管理者）から設

置許可を受けた公園となります。 

   ○書類の提出期限 

平成２０年８月６日（水）【厳守】までに、青葉区地域振興課地域活動係までご提

出願います。 

必要書類等、詳細については、下記問合せ先までお尋ねください。 

  

問合せ先： 地域振興課 地域活動係 ℡（９７８）２２９１ 伊 藤   
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３ 住宅用火災警報器の共同購入のご案内について（青葉消防署) 

 
   住宅用火災警報器の設置普及を図るため、共同購入制度についてご案内します。 

  共同購入とは、自治会・町内会・マンション管理組合等の団体を単位として、地域の皆

様が一度に大量の住宅用火災警報器を購入し設置するものです。 

  ○共同購入には、次のようなメリットがあります。 

①住宅用火災警報器の設置が促進し、地域全体の安心感の向上につながります。 

②大量購入により、安価で購入できます。 

③悪質販売を抑止できます。 

 

 

 

 

問合せ先： 青葉消防署 予防課 ℡（９７４）０１１９ 大 竹  

 

   自治会・町内会 

(財)横浜市防災指導協会 

住宅用火災警報器共同購入に係る情報提供の概要 

住宅用火災警報器共同購入対応事業者 

消  防  署 

①住宅用火災警報器設置の

義務化と共同購入の説明 

④住警器を大量発注し

た場合の適正価格を事

前調査（Ｅメール送付） 

見積もり依頼 

⑤見積書・対応機器の

仕様書（チラシ・パン

フレット等）を郵送 

③見積書収集依頼 

（ＦＡＸを送付） 

②(財)横浜市防災指導協

会の紹介 

 ⑥ 契 約 
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４ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の貸出事業の 

開始について（青葉消防署)  

   
 青葉消防署と青葉区役所の協働により、青葉区内で行われる行事等で、参加者等が突 

然の心肺停止になった場合、迅速な救命活動を行うことを目的として、青葉区内の行事 

等の主催団体に無料でＡＥＤを貸出す事業を開始します。 

○レンタル可能台数 

 ４台（消防署分 ２台、区役所分 ２台） 

○貸出対象者 

 青葉区内で行事等を開催する主催者 

 ※貸出時に消防署でＡＥＤの操作を説明いたします。 

 ○貸出開始日及び貸出場所 

  平成２０年６月２３日（月） ８時４５分から 

青葉消防署及びすすき野消防出張所 

 ○貸出期間 

  原則として、最長で７日間（先着順） 

 ○申込先及び申込方法 

  青葉消防署 予防課 ９７４－０１１９ 

  申込用紙に必要事項を記載の上、青葉消防署 予防課にご提出ください。 

  なお、申込の際、免許書等、本人確認をさせていただきます。 

 ※ＡＥＤとは、突然心停止状態に陥った時、心臓に電気ショックを与えて、正常な状

態に戻す医療機器です。コンピューターを内蔵し、電極を胸に貼ると心電図を自動

的に解析し、心室細動か否かを判断し、機械が電気ショック（通電）を指示します。 

    

問合せ先： 青葉消防署 予防課 ℡（９７４）０１１９ 大 竹  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５　青葉区のごみ量について（平成２０年５月実績）（地域振興課）

1 　燃やすごみ（家庭ごみ）量

　平成２０年５月の燃やすごみ量は、４,４４０トンで、目標に対して、－９．６％、４７０トン削減

となっています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

4,090 4,910 3,880 4,420 3,890 4,070 4,060 3,980 4,420 4,080 2,970 3,910 48,700

3,980 4,440

▲110 ▲470

▲2.7% ▲9.6%

4,090 9,010

3,980 8,420

▲110 ▲590

▲2.7% ▲6.5%

5,566 6,073 5,740 5,888 5,445 5,287 5,865 5,615 6,086 5,853 4,742 5,682 67,842

平成20年5月の平成13年5月に対する削減率 ▲26.9%

　＊　月毎の目標数値は、Ｈ１９年度実績をベースに人口の伸び率を考慮し算出してあります。

　＊　10トン未満を四捨五入しているため、月毎の合算値と年度計が合わない場合があります。

2 　燃やすごみ（家庭ごみ）原単位（一人１日あたりの排出量）

　平成２０年５月の燃やすごみ原単位は、４７７グラムで、目標に対して、－８．６％、４５グラム

削減となっています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均

451 522 426 469 413 446 432 437 470 434 350 416 439

443 477

▲8 ▲45

▲1.8% ▲8.6%

451 485

443 460

▲8 ▲25

▲1.8% ▲5.2%

675 711 692 687 634 635 680 672 704 676 607 657 670

平成20年5月の平成13年5月に対する削減率 ▲32.9%

　＊　月毎の目標数値は、Ｈ１９年度実績をベースに人口の伸び率を考慮し算出してあります。

H20年度
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H20年度
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H20年度
目標
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月
　
別
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計

目標と
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3 　５月の開封調査等の状況

◎ 青葉区内の集積場所数は、５，３３９か所です。

・ 調査した集積場所の数は、５２２か所です。

・ 開封調査を実施した集積場所の数は、１４３か所です。

・ 開封調査した袋の数は、４９７袋です。

・ 開封調査によって排出者が特定できた件数は、８５件です。

・ 排出者への指導件数は、２５件です。

・ 排出者への勧告・命令件数は、０件です。

4 　資源集団回収「あおば紙の日」

① 　平成２０年５月の「あおば紙の日」の回収量は、７０５トンで、前年同月より少なく

なっております。

② 　平成２０年５月の古布の回収量は、４８トンでした。

③ 　５月末現在、６０,５５０世帯で実施しています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

（単位：トン）

－　8　－

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

721 754 627 727 639 657 717 672 813 706 613 787 8433

825 705

26 31 57

43 48

過去２か年データは次ページに添付してあります。

H19年度
古布実績

H20年度
古布実績

H19年度
古紙実績

H20年度
古紙実績

今後も分別排出に、ご協力

よろしくお願いします。

－　8　－



青葉区のごみ量

1 　燃やすごみ（家庭ごみ）量

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

H13実績 5,566 6,073 5,740 5,888 5,445 5,287 5,865 5,615 6,086 5,853 4,742 5,682 67,842

（単位：トン）

（過去２ヶ年データ）

（単位：トン）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H13実績 H18実績 H19実績 H20実績
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H13実績 5,566 6,073 5,740 5,888 5,445 5,287 5,865 5,615 6,086 5,853 4,742 5,682 67,842

H18実績 4,060 4,895 4,424 4,421 4,244 4,037 4,247 4,124 4,665 4,151 3,442 4,046 50,754

H19実績 4,050 4,630 4,060 4,310 3,970 3,850 4,190 3,940 4,200 4,030 3,150 3,880 48,250

H20実績 3,980 4,440

2 　燃やすごみ原単位

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均

H13実績 675 711 692 687 634 635 680 672 704 676 607 657 670

H18実績 457 531 495 479 459 451 459 460 504 448 411 437 466

H19実績 451 497 451 463 427 427 450 437 451 433 362 417 439

H20実績 443 477

（単位：グラム）

（単位：グラム）
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3 　資源集団回収「あおば紙の日」

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

H19古紙実績 721 754 627 727 639 657 717 672 813 706 613 787 8433

825 705

（単位：トン）

（単位：トン）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H19古紙実績 H20古紙実績
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H20古紙実績 825 705

H19古布実績 26 31 57

H20古布実績 43 48

4 　資源となるもの排出量と原単位

原単位 原単位 原単位 原単位

4月 46 39 18 3

5月 42 40 17 4

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

409 352 165 23

394 372 157 33

（単位：排出量はトン、原単位とは一人１日当たりの排出量でグラムです）

排出量 排出量 排出量 排出量

缶・びん・ペットボトル プラ容器包装 古　　紙 古　　布

－　10　－



 - 11 - 

６ 青葉区災害時要援護者避難支援システム（あおば災害ネット） 

における防災連絡会の開催について（総務課、福祉保健課、サービス課） 

 
   青葉区災害時要援護者避難支援システム（あおば災害ネット）については、３月から

広報を開始し、民生委員の皆様のご協力により「支えあいカード」の集約を行っていま

す。６月１１日現在で、６５８名の方々から申し込みをいただいております。 

また、昨年の１０月からこのシステムの検討会を開催しておりますが、今後の課題と

して、自治会・町内会と、地域防災拠点及び民生委員の皆様との連携の強化が必要との

ご意見をいただきました。そこで、各自治会・町内会において、この三者で、要援護者

の情報共有や避難誘導方法などを検討していただくための防災連絡会の開催をお願い

いたします。 

   防災連絡会の役割などを記載した関係資料を今月の自治会・町内会配送ルートにて送

付します。 

  

問合せ先： 総務課   庶務係 ℡（９７８）２２１１ 安 部  

 福祉保健課 運営係 ℡（９７８）２４３３ 吉 川  

 サービス課 福祉保健相談係 ℡（９７８）２４４４ 高 橋   

 

 

７ 青葉区防災計画（改訂版）及び青葉区国民保護計画の 

送付について（総務課） 

   
   青葉区防災計画（改訂版）及び、青葉区国民保護計画（初版）について策定しました 

ので、自治会・町内会様にそれぞれ一部ずつ送付させていただきます。 

 地域での防災対策の一助としてご活用をお願いいたします。 

   今月の自治会・町内会配送ルートにて各自治会・町内会に１部ずつ送付します。 

 

問合せ先： 総務課 庶務係 ℡（９７８）２２１１ 安 部・鈴 木  
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８ 平成２０年度 青葉区区政運営方針について（区政推進課） 

   
横浜市では、すべての区・局・事業本部で、取り組むべき課題や目標を定め、市民に 

公表していくことにより、都市経営を推進しております。 

 青葉区では、平成２０年度区政運営方針を５月２８日に公表しました。 

今月の自治会・町内会配送ルートにて区政運営方針の冊子を各自治会・町内会に１部送

付します。また、青葉区のホームページにも掲載しています。 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.city.yokohama.jp/me/aoba/policy/2008/ 

 

問合せ先： 区政推進課 企画調整係 ℡（９７８）２２１７ 藤 田  

 

 

９ 地域の意見・要望の取りまとめについて（区政推進課） 

   

   市・区政の運営や次年度予算に向けて、地域の意見・要望をより広範囲にお寄せいた

だくために、各地区連合自治会・町内会長様に所属する単位自治会・町内会の意見・要

望のとりまとめをお願いします。 

   ○提出期限 平成２０年８月２９日（金） 

   ○提 出 先 青葉区役所１階 広報相談係 

   

問合せ先： 区政推進課 広報相談係 ℡（９７８）２２２１ 松 尾  

 

 

10 明るい防犯灯の設置費補助金について（地域振興課） 

   
自治会・町内会及び地区連合自治会・町内会が設置する３２ワット蛍光灯、４０ワッ

ト水銀灯・ナトリウム灯の新設及び更新に要する経費の一部を補助します。 

  電柱利用灯 鋼管ポール灯 

補助対象灯数 青葉区全体で７灯 青葉区全体で２灯 

補助率及び上限 
設置に要した経費の１／３ 

以内かつ 10,000 円が上限 

設置に要した経費の１／３ 

以内かつ 21,000 円が上限 

   ※なお、業者の選定・契約・設置は補助金の交付決定後に各自治会・町内会でお願

いいたします。 

 

明るい防犯灯設置費補助金交付申請を希望される自治会・町内会は 

平成２０年７月２３日（水）までに地域振興課にご連絡ください。（補助対象灯数には

限りがありますので、灯数を超えた場合は調整させていただきます。） 

 

問合せ先： 地域振興課 地域活動係 ℡（９７８）２２９１ 伊 藤  
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11 次回連長会日程について  

   ○日 時  平成 20 年７月 22 日（火） 

 １３：００～ (市民防災の日）青葉推進委員会 

１３：３０～ 青葉区連合自治会長会７月定例会 

          

   ○場 所  青葉区役所 会議室   
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今 月 の 回 覧 依 頼 物 
 

回 覧 依 頼 物 名 発 行 団 体 

連 絡 先（事 務 局） 電 話 番 号 担 当 者 

 

 

  

 

 

 

 

  

今 月 の 自 治 会 へ の 配 布 物 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

横浜開港 150 周年記念テーマイベ

ント入場券の取りまとめ販売につい

て 

（財）横浜開港１５０周年協会 

（財）横浜開港１５０周年協会 ℡（222）1571 小 澤 

配 布 物 名 発 行 団 体 

連 絡 先（事 務 局） 電 話 番 号 担 当 者 

長寿医療制度の保険料について 保険年金課 保険係 

保険年金課 保険係 ℡（978）2337 竹生田 

 青葉区災害時要援護者避難支援 

システム「あおば災害ネット」「防災

連絡会」の開催について 

総務課 庶務係 

福祉保健課 運営係 

サービス課 福祉保健相談係 

総務課 庶務係 

福祉保健課 運営係 

サービス課 福祉保健相談係 

℡（978）2211 

  ℡（978）2433 

 ℡（978）2444 

   安 部 

      吉 川 

   高 橋 

 青葉区防災計画（改訂版） 総務課 庶務係 

総務課 庶務係 ℡（978）2211    安 部 

 青葉区国民保護計画 総務課 庶務係 

総務課 庶務係 ℡（978）2211 安 部  

 平成２０年度 青葉区区政運営方

針について（チャレンジあおば 2008） 
区政推進課 企画調整係 

区政推進課 企画調整係 ℡（978）2217 藤 田 

 

 



払い分を返還すると言われ、言葉巧みにATMを操作させられ振り込んでしまう還付金詐欺が増加し
います。

☆ 対策
o 空き巣対策として、二重ロック (補助錠)は効果的です。玄関や窓への設置をお願いします。

372 %)
|■■■1発t僣傾1向と対1策■■ |

★ 発生ltI向

★空き巣の発生が増加しています。傾向は、クレセント錠部のガラスをドライバーで2点又は3点割り
するもので、現金の他、ネックレスや指輪など貴金属も盗まれています。
★振り込め詐欺の発生が増加しています。社会保険庁や税務署などの職員を装い、年金や税金の過

6月中

○ ::

夕方から夜間に力Чすてお出力Чすの際は居間の電気やFl灯を点灯してください。また、住宅街を見
慣れぬ3人組等がつ1徊 している時は110番通報して下さい。

0 社会保険事務所や税務署の職員を装つた電話は、相手が告げた電話番号をうのみにせず、NTT
の電話番号案内で調べてから力ヽ すましょう。

O 警察では、夕方から夜にかけての空き巣 ひったくり対策、未明の自動車盗対策を強化していま

す。

O オートバイや自転車は、歩道に止めず、駐輪場にしっかりと施錠して駐輪しましょう。

～子どもの見守り活動～
0 登下校時などの通学路の見守り活動を通して、子どもの安全を確保するために、地

域、学校及びポランテイアの皆さまで協力をお願いします。
O 不害者の情報があれば学校 警察などに連絡してください。

☆
1:畠

纂蕎
劃蜘壁塁塁二」

O二輪車による事故は全事故491イ牛中、160件です。
O高齢者 (65歳以上)による事故は、全事故件491中、91件です。

O重傷事故が13件で、昨年同期よリプラスマイナスO件です。
☆ 対策
0 二輪車事故の半数は交差点において発生しています。交差点での安全確認をしつかり

としましょう。
o6月 1日 より道路交通法が改正となりました。自転車に関する交通ルールと運転者に関す

る交通ルールが新しくなりました。75歳以上の普通自動車運転者は「高齢運転者標識J

※昨年同期比プラス031件でした。

(も みじマーク)を表示しなければなりません。



青 葉 警 察 署 速 報
刑法犯罪種別

言葉区内における、抑1法犯の認知件数は 平成20年 5月 末 現在1018件であり、前年同期にくらベプラス145+00%の増カロでした。

*凶悪犯とは、殺人、強盗、放火などをさします。粗暴犯とは 暴行、脅迫、傷害 恐喝などをさします.

*知能犯とは、詐欺、横領、汚職などをさします。
ネ風俗犯とは賭博 わいせつにあたり、その他とは建造物侵入や器物損康などをさします.
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青 葉 警 察 署 速 報
主な窃盗犯
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